
尾東支部対象

 物流改正法に関する説明会

令和７年７月１５日（火） 13:30~16:00日 時

会 場

定 員 先着１００名（定員に達し次第、受付を終了いたします。）

荷主企業様と一緒に
ご参加ください！

ホテルプラザ勝川 ２階 「さくら」

(愛知県春日井市松新町1丁目5番地)

（受付13：00～）

２.新物効法について
中部運輸局 愛知運輸支局 担当官

３.貨物自動車運送事業法について
中部運輸局 愛知運輸支局 担当官

１.下請法について
 公正取引委員会事務総局 担当官

４.トラック事業適正化関連法について

5.質疑応答

〒467-8555 名古屋市瑞穂区新開町12-6
Tel 052-746-4864 Fax 052-746-4864
E-mail  ata-kikaku@aitokyo.jp

お問い合わせ：

(一社)愛知県トラック協会 企画広報部

お申込は二次元コード又はHPから！
https://ssl.aitokyo.jp/seminar/
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